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ただし、「学術変革領域研究」「新学術領域研究（研究領域提案型）」の計画研究の研究課題、「国際先導研究」

については、所要の手続を経て、研究代表者の交替を認められる場合があります。 

イ 研究代表者は、研究組織を構成する場合には、あらかじめ研究分担者から電子申請システムを通

じ、研究分担者となることについて承諾を得る必要があります。

ウ 研究代表者は、e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されているほか、科研

費やそれ以外の競争的研究費等で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、公募対象年

度に、「その交付の対象としないこと」とされていないことが必要です。

2) 研究分担者

ア 研究分担者は、補助事業者であり、研究計画の遂行に関して研究代表者と協力しつつ、明確な分

担に応じた研究遂行責任を負い研究活動を行う者のことをいい、補助事業者として分担内容を踏ま

えた分担金の配分を受ける者でなければなりません（研究代表者と同一の研究機関に所属する研究

分担者であっても、分担金の配分を受けなければなりません。）。

なお、研究期間中における研究分担者自らの意思に基づく応募資格の喪失などにより、研究分担

者としての責任を果たせなくなることが見込まれる者は、研究分担者となることを避けてくださ

い。

イ 研究分担者は、研究代表者と同様、e-Rad に「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録さ

れているほか、科研費やそれ以外の競争的研究費等で、不正使用、不正受給又は不正行為を行った

として、公募対象年度に、「その交付の対象としないこと」とされていないことが必要です。

研究組織に研究分担者を加える場合の手続について 

研究組織に研究分担者を加える場合、研究分担者となることの承諾を得る手続を電子申請システムで行います。手続に当たっては、

研究代表者、研究分担者、それぞれ次の手続が必要です。 

【研究代表者が行うべきこと】 

・研究計画調書を所属する研究機関に提出（送信）するまでに、研究代表者は電子申請システムの「応募情報入力画面」の「研究組織」

欄に研究組織に研究分担者として加えたい研究者を入力、研究分担者となることを依頼し、承諾を得てください。

【研究分担者となることの依頼を受けた研究者が行うべきこと】 

・研究代表者から電子申請システムを通じて研究分担者となることの依頼を受けた場合、承諾する内容を確認の上、「承諾」又は「不

承諾」を選択してください。

研究代表者が行う手続 研究分担者が行う手続 
研究分担者が所属する 

研究機関が行う手続 

① 研究分担者になることを依頼

研究分担者になることを依頼する研究

者に、電子申請システムを通じて研究

分担者として参画を依頼 

② 研究分担者になることを承諾

研究代表者から電子申請システムを通

じて研究分担者としての参画の依頼を

受け承諾（又は不承諾）を選択 

③ 研究機関として研究分担者になる

ことを承諾

研究分担者が承諾をした情報が電子申

請システムを通じて示され、研究機関

としても承諾等の手続きを行う 

・上記の手続を、応募書類提出期限の２週間前を目安として行い、研究組織の構成を終えてください（応募書類提出期限の２週間前を

過ぎても手続を行うことはできます。）。なお、所属する研究機関に応募書類を提出（送信）するためには、全ての研究分担者から

承諾を得る必要があります。

※動作環境、操作方法などの詳細は、電子申請システムの「操作手引」を参照してください。

URL：https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/topkakenhi/shinsei_ka.html

※研究者が研究分担者となることを承諾した後、研究分担者が所属する研究機関に当該研究分担者の情報が電子申請システムを通じて

示され、所属する研究機関からも承諾等を得る必要があります。

※研究分担者が所属する研究機関が承諾等を行わない場合、研究代表者は研究計画調書を研究機関に提出（送信）することができませ

んので、提出期限に間に合うよう手続を進めてください。

3) 研究協力者

ア 研究協力者は、研究代表者及び研究分担者以外の者で、研究課題の遂行に当たり、協力を行う者

のことをいいます。

イ 研究協力者は、必ずしも e-Rad に「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている
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